
 
広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
二
十
二
号 

広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

３ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
標
準
修
業
年
限
」
と
は
、
国
内
の
大
学
院
等
専
門
課
程
に
あ
っ
て
は
大
学
院
設

置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
又
は
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文

部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
の
趣
旨
に
の
っ
と
っ
て
定
め
ら
れ
た
各
大
学
院
等
専
門
課
程
の
標
準
修
業
年

限
を
い
い
、
外
国
の
大
学
院
等
専
門
課
程
に
あ
っ
て
は
国
内
の
大
学
院
等
専
門
課
程
の
標
準
修
業
年
限

に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
当
該
大
学
院
等
専
門
課
程
の
修
業
年
限
を
い
う
。 

４ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
基
準
修
業
年
限
」
と
は
、
国
内
の
大
学
院
等
専
門
課
程
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
修
業
年
限
を
い
い
、
外
国
の
大
学
院
等
専
門
課

程
に
あ
っ
て
は
国
内
の
大
学
院
等
専
門
課
程
の
基
準
修
業
年
限
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め

る
当
該
大
学
院
等
専
門
課
程
の
修
業
年
限
を
い
う
。
た
だ
し
、
基
準
修
業
年
限
が
三
年
を
超
え
る
場
合

は
、
そ
の
期
間
は
三
年
と
す
る
。 

 

一 

大
学
院
設
置
基
準
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
三
条
第
一
項
等
の
規
定

の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
教
育
研
究
上
の
必
要
又
は
そ
の
実
施
状
況
等
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
標
準
修

業
年
限
以
外
の
標
準
修
業
年
限
（
以
下
「
通
常
の
修
業
年
限
」
と
い
う
。
）
を
複
数
定
め
て
い
な
い

場
合 

当
該
通
常
の
修
業
年
限 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

通
常
の
修
業
年
限
の
う
ち
期
間
の
最
も
長
い
も
の 

５ 

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
適
用
修
業
年
限
」
と
は
、
貸
付
対
象
者
に
適
用
さ
れ
る
標
準
修
業
年
限
（
貸
付

対
象
者
の
大
学
院
等
専
門
課
程
の
修
了
要
件
に
係
る
修
了
期
間
が
短
縮
さ
れ
た
場
合
は
、
標
準
修
業
年
限

か
ら
短
縮
さ
れ
た
期
間
を
除
い
た
期
間
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
適
用
修
業
年
限
が
基
準
修
業
年
限
を
超
え

る
場
合
は
、
基
準
修
業
年
限
を
適
用
修
業
年
限
と
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
の
表
中
「
通
常
の
修
学
年
限
」
を
「
適
用
修
業
年
限
」
に
改
め
、
「
又
は
三
年
間
の
い

ず
れ
か
短
い
期
間
」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

適
用
修
業
年
限
が
基
準
修
業
年
限
よ
り
も
短
い
場
合
に
お
け
る
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
前
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
修
業
年
限

の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
捨
て
た

額
）
」
と
、
「
二
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
修
業
年
限
の
区
分
に
応

じ
て
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
捨
て
た
額
）
」
と
す

る
。 



附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
二
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
） 

 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）  

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
前
の
広
島
県
未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
資
金
貸
付
規
則
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

 

基

準

修

業

年

限

の

区

分

額 

一
年
以
内
の
期
間 

一
二
〇
万
円
を
適
用
修
業
年
限
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

一
年
を
超
え
二
年
以
内
の
期
間 

二
四
〇
万
円
を
適
用
修
業
年
限
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

二
年
を
超
え
る
期
間 

二
四
〇
万
円
と
一
〇
万
円
に
基
準
修
業
年
限
の
月
数
か
ら

二
四
を
減
じ
た
数
を
乗
じ
た
額
と
の
合
計
額
を
適
用
修
業

年
限
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額 

基

準

修

業

年

限

の

区

分

額 

一
年
以
内
の
期
間 
二
四
〇
万
円
を
適
用
修
業
年
限
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

一
年
を
超
え
二
年
以
内
の
期
間 

四
八
〇
万
円
を
適
用
修
業
年
限
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

二
年
を
超
え
る
期
間 

四
八
〇
万
円
と
二
〇
万
円
に
基
準
修
業
年
限
の
月
数
か
ら

二
四
を
減
じ
た
数
を
乗
じ
た
額
と
の
合
計
額
を
適
用
修
業

年
限
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額 


